
  

 
 

 

○ 自転車安全利用五則（令和４年 11 月１日中央交通安全対策会議交通対策本部決定） 

 1 車道が原則、左側を通行  

   歩道は例外、歩行者を優先 

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

 3 夜間はライトを点灯 

 4 飲酒運転は禁止 

 5 ヘルメットを着用   

改定した自転車安全利用五則を守りましょう！ 
 

 

令和４年12月に以下の事業所に交通安全・防犯サポート事業所にご登録いただき、交通安全サポート事業所は

132事業所、防犯サポート事業所は 111 事業所になりました。（令和４年12月末現在） 

交通・防犯  一般社団法人ディアーパークゴルフクラブ様 

交通安全・防犯サポート事業所が増えました! 
 

※ 自転車安全利用五則チラシ（内閣府作成） 


